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　平成19年の道路交通法改正（平成19年法律第90号）

により、平成21年６月１日より運転免許証の更新を

受けようとする者で更新期間満了月における年齢が

75歳以上の者は、満了月前６ヵ月以内に認知機能に

関する検査「認知機能検査」を受けなければならな

いこととなり（平成20年度　日医発第975号として

都道府県医師会長宛に通達済）、すでに施行され現

在に至っている。しかし巷間、高齢者が関与する交

通事故の報告が多発していることは周知の事実であ

る。

　これらを踏まえ、今回道路交通法の一部を改正（平

成27年法律第40号）が平成27年６月17日に公布され、

平成29年３月12日より施行されることとなった。

　平成28年11月16日、警察庁交通局長　井上剛志氏

より、日本医師会長宛通達、平成28年11月24日、日

医発第933号として都道府県医師会長宛に、同年12

月９日、道医発第974号として北海道医師会長より、

各郡市・医育機関医師会長宛に「認知症に係る診断

書提出命令制度の円滑な運用に関するご協力につい

て」として、連絡を行っている。

　本稿では、この法律における診断書提出命令制度

について解説し、医療者としての種々の問題点を述

べたい。

　なお、この道路交通法改正について、北海道警察

からのお知らせ文は北海道医報平成29年２月号に掲

載した。

　図１に、75歳以上高齢者の免許更新にかかわる行

程について記した。75歳以上は全員認知機能検査（公

安委員会が行うスクリーニング）を受ける。これは

「時間の見当識」「手がかり再生」「時計描写」の要

素より構築され、満点を100点とし、76点以上を「心

配ない」（３分類）、49 ～ 75点を「少し低い」（２分

類）、49点未満を「低い」（１分類）と区分する。こ

の採点で３分類の者は高齢者講習（合理化）を経て

免許更新される。２分類の者は高齢者講習（高度化）

を経て免許更新される。１分類の認知機能の低下を

強く疑う者も、特別な事情がない限り、高齢者講習

（高度化）受講後、免許は更新される。その後、臨

時適性検査か、診断書提出命令を受ける。診断書は

自費にて事前に手上げにより作成を可能とした医療

機関などを受診することとなる。この診断書作成に

おける文書料などは決定していない。臨時適性検査

は公安委員会が認定する認知症に係る専門の医師の

いる医療機関において行われ、日時を指定し公費で

行うもの。これにより認知症でないと判定されると、

運転の継続が可能となる。
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図１　75歳以上の免許更新の流れ
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　診断書提出命令は図２のごとく内閣府令で定める

要件を満たす医師（認知症に関し専門的な知識を有

する医師）または認知症に係る主治医が作成したも

のとされる。この診断書様式を図３に示したが、こ

の記載ガイドラインからいわゆる主治医あるいはか

かりつけ医が作成可能とは到底思えず、専門医（い

わゆる認知症医療疾患センターなど）の手を借りる

こととなることが推察される。

　しかし、先述した日医発第933号の横倉会長より

の通知文には“かかりつけ医の先生方にもご協力い

ただきたく”とある。これらのことにつきすでに中

部医師会連合委員総会の介護保険特別委員会分科会

でも討論され、かかりつけ医が「顔なじみの患者に

『免許は駄目だ』と言いにくい」との意見もあった

と報告されている。これに対し鈴木日本医師会常任

理事は「かかりつけ医で判断に迷う場合に専門医に

依頼するという形になる」と述べている。

　これにより認知症と判定されると、免許停止また

は免許取り消しとなる。

　次に免許を更新した者が一定の違反行為（18類型、

図４）をすると、臨時認知機能検査（簡易スクリー

ニング）を受け１分類と判定された場合は、必ず臨

時適性検査または診断書提出命令の対象となり、認

知症ではないと診断されれば臨時高齢者講習を受け

運転を継続できることとなる（図１）。

　今回の改正による１分類の対象者数は道内で年間

2,200人程度と想定している（北海道警察、運転免

許試験課推計）。

　井上警察庁交通局長よりの日本医師会への通達文

の付記として（図５）、認知症の診断は医師がして、

免許証の取り消し等は公安委員会において判断する

とある。

　免許取り消しを避けたい高齢者は複数の医療機関

より診断書をとることも予想される。すなわち診断

書提出命令により提出した診断書に納得がいかず、

別医療機関による再診断および診断書の提出があっ

た事例は「診断の異なる診断書の提出があった場合

は『検査結果』および『医師の意見』双方を総合的

に確認して判断、または102条第４項の臨時適性検

査を実施して判断する」とある。つまり複数の診断

書より免許取り消しに至る最終判断は公安側で行う

ことになる。

　臨時適性検査での診断書様式と診断書提出命令を

受けて記載する診断書様式が図３に示した都道府県

公安委員会提出用診断書様式であるならば、画像診

断や、血液検査も含まれ、相当な金額と日時がかか

ることが想定される。

　老年精神医学会では、この改正道路交通法施行に

向けて、認知機能の低下による運転不適格者と「認

知症」である診断は必ずしも同義ではなく「認知症」

と一括りにして運転を制限するのではなく、その個

人が生活する場の特性を踏まえて、現実的な能力評

価に根ざした判断が必要とした提言を警察庁や厚生

労働省に提出したと報じられている。

　北海道のように厳寒期があり移動距離が長く、か

つ公共交通機関が必ずしも充分とは言えない現状で

の運転免許証の取り消しにかかわる制度が、医師の

判断にかかってくるとなれば、その診断は極めて慎

重にならざるを得ないし、慎重にすべきである。

　すなわち、高齢者の引き起こした交通事故が、認

知機能の低下を見逃した診断書による免許更新での

運転で生じた時は、当然被害者からの民事的裁判請

求の当事者の一人となることも危惧される。

　北海道新聞2016年12月26日版の月曜討論欄で北海

道医師会藤原秀俊副会長は「免許返納早めに意識を」

として、「ひとたび交通事故を起こせば他人を傷つ

け、賠償責任を負う上、家族も大変な思いをします。

認知症は今後も増えていくとみられ、高齢者は早め

に免許を自主返納することを意識し、行政は早いう

ちから充分な治療を受けられる体制の構築を急ぐ必

要があります」と述べている。

　これら一連のことを踏まえ北海道医師会では平成

28年12月22日、北海道医師会館にて北海道警察との

意見の擦り合わせを行った。当初北海道警察側がリ

ストアップした地域別の臨時適性検査施行医療機関

が認知症疾患センターとも一致していなかったため

詳細に協議し、改めて北海道警察より北海道医師会

長宛に以下の文面を含めて推薦依頼があった。

　「つきましては、交通の安全を図り、対象となる

高齢運転者及びその介護者等の利便に配慮しつつ、

認知症を理由とする診断書提出命令を円滑に実施す

るためには認知症に係る専門の医師又は認知症に係

る主治の医師の把握が不可欠であり、同命令に御協

力いただける貴会会員の医師について推薦を賜りま

すようよろしくお願いします」とある。

　これにより北海道医師会として、各郡市医師会長

へ「手上げ方式」による医療機関のリストアップを

お願いし（依頼文はすでに発送済み）、これら結果

を集約して北海道警察に医療機関一覧を提出する運

びとなっている。図２　診断書提出命令の新設

道路交通法第102条（改正）

　公安委員会は、（中略）認知機能検査を受けた者が基準

該当者に該当したときは、（中略）臨時に適性検査を行い、

又はその者の対し（中略）内閣府令で定める要件を満たす

医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。

◎認知症に関し専門的な知識を有する医師又は認知症に

係る主治医が作成したもの

◎診断に係る検査の結果が記載されているもの

◎認知症に該当しないと認められるかどうかに関する医

師の意見が記載されているもの
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１． 氏名

  男・女

生年月日

M・T・S・H  年  月  日 （    歳）

住所

２． 診断 

・ 認知症とは、介護保険法第５条の２に規定する認知症をいう。

① アルツハイマー型認知症

② レビー小体型認知症

③ 血管性認知症

④ 前頭側頭型認知症

⑤ その他の認知症（  ）

⑥ 認知症ではないが認知機能の低下がみられ、今後認知症となるおそれがある（軽度の認知機能の低下

が認められる・境界状態にある・認知症の疑いがある等）

⑦ 認知症ではない

・ ⑥を選択した場合、原則として６か月後に臨時適性検査等を行うこととされている。 

所見（現病歴、現在症、重症度、現在の精神状態と関連する既往症・合併症、身体所見などについて記

載する。記憶障害、見当識障害、注意障害、失語、失行、失認、実行機能障害、視空間認知の障害等の

認知機能障害や、人格・感情の障害等の具体的状態について記載する。）

・ どのような日常生活上の変化がいつ頃からみられたか。

・ 本診断書作成時の状態

・ 認知症の重症度（Clinical Dementia Rating (CDR), Functional Assessment Staging (FAST)など、

あるいは、必ずしも重症度の基準ではないが、認知症高齢者の日常生活自立度を記載。

・ 同居・独居の有無、介護者の有無など

・ 記憶障害はその内容と程度を記載

・ 見当識障害はその内容と程度を記載

・ 注意障害はその内容と程度を記載

・ 失語があればその内容を記載

・ 失行があればその内容を記載

・ 失認があればその内容を記載

・ 実行機能障害があればその内容と程度を記載

・ 視空間認知の障害があればその内容と程度を記載

・ 人格・感情の障害等があればその内容と程度を記載

該当する診断名の番号を○で囲む

 
 

３． 身体・精神の状態に関する検査結果（実施した検査にチェックして結果を記載） 
・ 認知機能検査・神経心理学的検査、臨床検査（画像検査を含む）は原則として全て行う 

□ 認知機能検査・神経心理学的検査 
□ MMSE     □ HDS-R     □ その他（実施検査名         ） 
 

      □ 未実施（未実施の場合チェックし、理由を記載） 
 

□ 検査不能（検査不能の場合チェックし、理由を記載） 
・ 診断時に行われた認知機能検査(MMSE, HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)等)の該当するも

のをチェックし、結果を記載 
・ 未実施・検査不能の場合にはその理由を記載（本人が拒否など）   

□ 臨床検査（画像検査を含む） 
           □ 未実施（未実施の場合チェックし、理由を記載） 
 

□ 検査不能（検査不能の場合チェックし、理由を記載） 
・ 認知症の診断と関連する臨床検査結果（頭部 CT、MRI、SPECT、PET 等の画像検査、あるいは特記

すべき血液生化学検査、脳脊髄液検査など）を記載 
□  その他の検査 

・ 上記以外の検査結果（MIBG 心筋シンチグラフィー等）を記載 
４．現時点での病状（改善見込み等についての意見） 

＊前頁２⑤に該当する場合（甲状腺機能低下症、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、頭部外傷後

遺症等）のみ記載  
(1) 認知症について 6 月以内[または 6 月より短期間（   ヶ月間）]に回復する見込みがある。 

・ (1)を○で囲んだ場合には、括弧内に当該期間（１月～５月）を記載する。 
(2) 認知症について 6 月以内に回復する見込みがない。 
(3) 認知症について回復の見込みがない。 

５．その他参考事項 
４．再診断の場合で前回（1）と診断し、再度（1）の診断をする場合には、２の診断の所見欄に前回の見

込みが異なった理由を具体的に記載する。理由の記載がない場合、または合理的な理由がない場合には

（2）または（3）として扱われる可能性がある。 
以上のとおり診断します。                       平成  年  月  日 
病院または診療所の名称・所在地 

認知症疾患医療センターに指定されている機関である場合にはその旨についても記載する。 
担当診療科名 
 
担当医氏名 

日本認知症学会、老年精神医学会等の学会認定専門医である場合にはその旨を記載する。 

 

＊A4 版表裏印刷で使用。A4 版 2 枚の場合は要割印。A3 版１枚印刷も可 

該当する番号

を○で囲む 

図３　診断書記載ガイドライン（都道府県公安委員会提出用）※道医HPで閲覧可能です
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　現在、道内には18の認知症疾患医療センターが指

定されているが、道内21医療圏を満たしてはいない。

したがって精神科、神経科、心療内科および脳神経

科など、先の都道府県公安委員会提出用診断書様式

に準じた診断書を自己責任において記載可能な医療

機関が、数多く「手上げ」をしていただかないと、

道内の対象症例数をさばくことは現実的に不可能と

考えられる。

　75歳以上の高齢者の交通事故を未然に防止するの

は極めて有意義であることは論を俟たないが、認知

機能の低下を来している75歳未満の者をどうするか

も大きな問題である。やはり家族の説得による早め

の免許証自主返納が最善であり、行政は返納後の

種々の代替策も周到に準備しなければならないと思

われる。

　なお、１月22日（日）に東京ドームホテル札幌で

開催した平成28年度認知症サポート医フォローアッ

プ研修において、北海道警察本部交通部運転免許セ

ンター運転免許試験課適性審査担当課長補佐の伊藤

賢一氏から、これら法改正における種々の注意点に

ついて説明を受けたが、この制度における道内の医

療機関との連携がほとんどなされていない現実が浮

き彫りとなり、多数の参加者からの質問にあったよ

うに、今後臨床の現場での混乱が予想される。

　日本医師会は３月中にこれら診断書作成における

具体的手引きを作成するとしているが、時間的にか

なり切羽詰まったものが感じられる。もう少し早期

からの周知徹底と対応をするべきではなかったかと

考えている。

 
 
 公安委員会は、75 歳以上の運転免許保有者が認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める違反 

行為をしたときは、一定の場合を除き、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする（新法第 101 条の７第 

１項）。 

 
 

認知症の専門医を委員に含む調査研究委員会において選定 

 
 

 
 

政令で18の違反行為を規定

指定場所
一時不停止等

例：一時停止をせずに交差点に進入した場合

優先道路通行車
妨害等

例：交差道路が優先道路であるのにもかかわらず、
　　優先道路を通行中の車両の進行を妨害した場合

交差点優先車妨害
例：対向して交差点を直進する車両があるのにもかか
　　わらず、それを妨害して交差点を右折した場合

環状交差点通行車
妨害等

例：環状交差点内を通行する他の車両の進行を妨害し
　　た場合

横断歩道等に
おける横断歩行者

等妨害

例：歩行者が横断歩道を通行しているにもかかわらず、
　　一時停止することなく横断歩道を通行した場合

合図不履行 例：右折をするときに合図を出さなかった場合

安全運転義務
違反

例：ハンドル操作を誤った場合、必要な注意をすること
　　なく漫然と運転した場合

横断歩道のない
交差点における
横断歩行者妨害

例：横断歩道のない交差点を歩行者が通行しているに
　　もかかわらず、交差点に進入して、歩行者を妨害し
　　た場合

徐行場所違反 例：徐行すべき場所で徐行しなかった場合

進路変更禁止違反
例：黄の線で区画されている車道において、黄の線
　　を越えて進路を変更した場合

交差点右左折等
方向違反

例：徐行せずに左折した場合

環状交差点左折
等方法違反

例：徐行をせずに環状交差点で左折した場合

信号無視 例：赤信号を無視した場合

通行禁止違反 例：通行が禁止されている道路を通行した場合

通行区分違反 例：歩道を通行した場合、逆走をした場合

しゃ断踏切立入り等
例：踏切の遮断機が閉じている間に踏切内に進入
　　した場合

指定通行区分違反
例：直進レーンを通行しているにもかかわらず、交差
　　点で右折した場合

横断等禁止違反 例：転回が禁止されている道路で転回をした場合

 

図４　臨時認知機能検査の要件となる違反行為（基準行為）－一定の違反行為－

（参考）
・本件診断書様式については、別添２の診断書記載ガイドラインの内容に応じた必要事項を記載していただければ、

当該様式を用いる必要はありません。また、様式を変更していただくことも可能です。
・なお、臨時適性検査は専門の医師の診断により行われ、また、診断書提出命令に係る診断は専門の医師又は認知

症に係る主治の医師により行われますが、免許の取消し等は公安委員会において判断いたします。公安委員会が
判断するに際し、主治医の診断書により判断できない場合には、再度、専門医の診断を実施することとなる場合
がありますので何とぞ御理解願います。

・今回の法改正の実施に伴う臨時適性検査及び診断書提出命令の円滑な運用に向けて、貴会及び貴会会員の皆様方
に対しまして、警察庁及び都道府県警察から、随時又は定期的に情報提供を行います。

・都道府県警察に貴会会員の皆様方との連絡に係る連絡責任者等を指定して、貴会会員の皆様方の質問・要望等に
誠実に対応します。

図５


